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 盧溝橋事件から 81 年 第 33 回７･７平和集会 

7 月 7 日（土）午後 1時半～4時 自治労会館 3 階 

 

    講師   法政大学教授  （資料代 500 円） 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇  ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇  ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇  ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇  ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇  ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇  ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇  ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇  

講演 『日本国憲法と国民投票法』  

        憲憲法法応応援援団団      弁弁護護士士  

    ７７月月８８日日（（日日））  午午後後２２時時～～４４時時  団団地地住住民民セセンンタターー  

                    資資料料代代  ２２００００円円    高高校校生生以以下下はは無無料料  

  

ここのの「「憲憲法法のの話話」」講講演演はは、、３３回回連連続続でで行行っってていいまますす。。１１回回づづつつのの参参加加ででももかかままいいまませせんん。。  

どどううぞぞおお越越ししくくだだささいい。。11 回回目目ののレレジジュュメメををごご入入用用のの方方はは、、ごご連連絡絡くくだだささいい。。  

＊＊１１回回目目□□終終 □□了了   66 月月 1100 日日（（日日））「「日日本本国国憲憲法法ははここううししててででききああががっったた」」  

＊＊３３回回目目      ９９月月８８日日（（土土））「「日日本本国国憲憲法法のの三三つつのの特特徴徴」」  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇  ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇  ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇  ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇  ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇  ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇  ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇  ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇  

 

全国で１３５０万筆に、北広島市では５千筆を超える。 

３０００万めざしてさらに。
「安倍９条改憲ＮＯ！３千万署名をすすめる全国市民アクション」は、署名が１３

５０万筆に到達したと発表しました。同署名は 6月 7日に国会に提出しました。また 

この署名は、秋の臨時国会を目指して取り組みをさらにすすめることになりました。 

「市民アクション・北広島の会」は、3 月 31 日の発足以来、精力的に街頭署名や

地域訪問署名に取り組み、5千筆に達しました。4～6月の諸行動にのべ 180 名以上の

市民の方が参加しました。 

◎７月の地域訪問署名の行動日は、７月 1 日（日）団地住民センターに

午後 1時半集合です。15日（日）は午後 1時半、ＪＲ駅西口です。 

◎７月の街頭署名の行動日は、７月９日（月）と１９日（木）です。と

もに午後４時から、ＪＲ北広島駅西口にて行います。 
ここのの日日のの午午後後 33 時時半半かかららはは、、北北広広島島原原水水協協のの「「ヒヒババククシシャャ国国際際署署名名」」行行動動がが行行わわれれまますす。。  

□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ 



憲法は「押しつけか」に、明快に「そうではない」と言明。 

普通選挙で選出された議員による審議があり、「憲法の自律性」

は否定されていない。―作間豪昭弁護士が講演― 

「私はバツイチです」との自己紹介から始まった作間豪昭弁護士のお話に、会場は緊張の

中にも和やかな雰囲気に包まれました。弁護士歴二十年という作間氏の歯切れのいいテンポ

に、久し振りに熱気をおびた参加者との質疑が続き、充実した「憲法の時間」になりました。 

日本国憲法は「押しつけか」という疑問に、作間弁護士は明快に「そうではない」といい

ます。たしかにマッカーサー草案はわずか 1週間余りの作業で作られたものですが、その時

の日本政府が描いていた「帝国憲法改正案」（1945 年 10 月 11 日に発足した「憲法問題調査

委員会」、いわゆる「松本委員会」案）があまりにひどく、「もっとも保守的な民間の草案

より、さらにずっと遅れた」ものであったということが分かり、ＧＨＱが非常な危機感を持

ったことがその発端でした。ポツダム宣言を受け入れた日本が、当時の明治憲法を「自由主

義化する」（マッカーサーの示唆）ことが必須のことであり、それも内容的に「天皇主権」

ではなく「国民主権」であるという認識に立つことでした。男女同権の 24 条という原案の

作成に関わった中に、ベアテ・シロタさんという若い女性がいたことは良く知られています。 

マッカーサー原案が日本政府に示されたのが 1946 年 2 月 13 日、「憲法改正草案要綱」と

いう日本案が「内閣草案」として公表されたのが 4月 17 日のことでした。この間 4 月 10 日

には、女性参政権の下、普通選挙制による総選挙が実施されました。6 月 20 日には、帝国議

会の衆議院に「帝国憲法改正案」が提出されたのです。新しい議員の構成の中での審議が充

分時間をとってすすめられた「日本国憲法」は 11 月 3 日に「公布」され、1947 年 5 月 3 日

に施行されました。またマッカーサー原案も、当時の在野での研究家による新しい憲法改正

案があり、それらを参照したと言われていますし、何より「戦争放棄の憲法九条」は、当時

の首相幣原喜重郎氏自らの発案であったといわれます。 

最後に作間氏は、いま「集団的自衛権」のみならず「環境権」や「教育無償化」などが自

民党の「改憲 4項目」になったことに触れ、現憲法の下でも個人の権利の拡大解釈はできる

が、権力が権利を拡大解釈することは逆に制限を受けると強調しました。そして「憲法改正」

を言う人が何を目的にするか見極めることが大事だと結びました。 

□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ 

◎お知らせ 市民の戦争体験を伝

える「バトンタッチ」第 8 集が刊

行されました。玉稿をお寄せいた

だいた市民の方は 13 名、特別企画

として「旧陸軍通信所シンポジウ

ム」の記録が掲載されています。

頒価 300 円。ぜひご覧ください。 

◎ホームページ「憲法と私」のコーナ

ーへの投稿を呼びかけます。形式

は問いません。イニシャル掲載。 

◎募金のお願い。会員制をとってい

ません。活動は皆さんの浄財が頼り

です。是非ご協力をお願いします。 

郵便振込み口座・北広島九条の会

０２７９０－９－６５３８４ 
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